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現
在
、
大
阪
府
の
八
尾
市
に
お
い
て
市
内
の
労
働
組
合
、
民
主
団
体
、
一
般
市
民
等
多
く
の
人
々
が
、
「
八
尾 

 

市
公
務
員
一
般
事
務
職
・
技
術
職
差
別
国
籍
条
項
撤
廃
市
民
共
闘
会
議
」
を
結
成
し
、
広
く
市
民
運
動
を
展
開
し

て
い
る
。 

こ
れ
は
、
市
の
公
務
員
の
一
般
事
務
職
・
技
術
職
の
受
験
資
格
の
中
に
「
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
」
と
い
う
条
項

が
あ
り
、
現
実
に
八
尾
市
に
居
住
す
る
約
七
千
人
の
外
国
人
の
大
半
が
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
で
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
き
、
国
籍
条
項
は
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の

こ
と
は
単
に
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
公
務
員
任
用
の
道
を
閉
ざ
す
の
み
な
ら
ず
、
民
間
企
業
の
就
職
差
別
に
口
実

を
与
え
る
と
い
う
二
重
の
意
味
で
民
族
差
別
に
つ
な
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
事
実
は
、
ひ
る

が
え
つ
て
広
く
日
本
の
民
主
主
義
と
人
権
確
立
に
深
く
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
以
上
の
考
え
に
立
ち
、
市
民
共 

 
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
地
方
公
務
員
任
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

市
民
共
闘
会
議
で
は
、
昨
年
十
二
月
二
十
五
日
と
今
年
二
月
二
十
日
の
二
回
に
わ
た
つ
て
八
尾
市
総
務
部
と
話

合
い
を
持
つ
た
が
、
市
側
は
、
「
住
民
感
情
が
許
さ
な
い
」
「
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
は
市
民
で
は
な
い
」
な
ど
と
、
全

く
差
別
意
識
を
露
骨
に
し
た
応
対
を
し
、
参
加
の
市
民
を
驚
か
せ
る
な
ど
の
一
幕
も
あ
り
、
こ
の
国
籍
条
項
の
持

つ
意
味
の
何
た
る
か
を
如
実
に
示
す
結
果
と
な
つ
た
。
し
か
し
、
市
民
の
鋭
い
追
及
の
中
、
最
終
的
に
「
市
職
員

採
用
に
お
け
る
国
籍
条
項
の
撤
廃
に
つ
い
て
、
担
当
部
局
で
あ
る
総
務
部
と
し
て
は
、
撤
廃
す
べ
き
で
あ
る
と
の

考
え
に
立
つ
て
お
り
、
時
期
に
つ
い
て
は
、
三
月
末
を
目
途
に
撤
廃
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
の
確
認
書
を
得
、
一
定

の
前
進
を
見
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
悲
惨
な
差
別
の
実
態
に
深
く
関
心
を
示
し
、
そ
の
撤
廃
を
叫
ぶ
声
が
日

一
日
と
高
ま
つ
て
い
る
今
日
、
さ
ら
に
内
外
人
平
等
を
高
ら
か
に
う
た
い
あ
げ
た
「
国
際
人
権
規
約
」
の
批
准
が
予

定
さ
れ
、
国
内
法
の
整
備
が
急
が
れ
る
現
時
点
で
、
今
ひ
と
た
び
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
生
存
権
、
と
り
わ
け 

闘
会
議
は
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

四 

 



 

地
方
公
務
員
任
用
の
件
に
つ
き
、
そ
の
根
本
的
解
決
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。 

一 

在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
歴
史
的
特
殊
性
と
定
住
性
に
つ
い
て 

よ
つ
て
、
次
の
諸
点
に
つ
き
政
府
の
見
解
を
承
り
た
い
。 

歴
史
的
特
殊
性 

現
在
の
我
が
国
の
外
国
人
に
対
す
る
処
遇
の
施
策
は
、
そ
の
中
身
に
お
い
て
、
実
に
実
態
を
無
視
し
た
も

の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
り
わ
け
、
六
十
五
万
人
と
い
わ
れ
る
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
は
、
た
だ

単
に
外
国
人
一
般
と
し
て
片
付
け
ら
れ
な
い
歴
史
的
な
特
殊
性
を
持
つ
て
い
る
。 

周
知
の
と
お
り
、
我
が
国
は
、
あ
の
過
去
の
忌
ま
わ
し
い
侵
略
戦
争
の
中
で
朝
鮮
半
島
を
植
民
地
に
し
、

そ
こ
に
住
む
多
く
の
人
々
を
強
制
・
半
強
制
的
に
日
本
に
連
れ
て
き
た
。
現
在
の
六
十
五
万
人
の
在
日
韓 

 

国
・
朝
鮮
人
は
、
そ
の
人
々
と
子
孫
た
ち
で
あ
る
。 

つ
ま
り
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
は
、
自
ら
の
意
志
に
反
し
て
日
本
に
居
住
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
人
々
で
あ 

五 

 



 

定
住
性 一

九
七
四
年
四
月
一
日
現
在
の
法
務
省
統
計
に
よ
る
と
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
総
数
六
十
三
万
八
千
八
百

六
人
中
、
日
本
生
ま
れ
の
二
世
・
三
世
が
四
十
八
万
三
千
百
八
十
五
人
で
、
実
に
七
五
・
六
％
を
占
め
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
他
の
外
国
人
と
は
異
な
り
、
過
去
の
特
殊
な
歴
史
的
経
過
等
の
事
情
に
よ
り
、
我
が
国
に

永
く
居
住
し
、
我
が
国
以
外
に
生
活
基
盤
を
求
め
る
こ
と
が
も
は
や
不
可
能
に
な
つ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
明
白
な
定
住
化
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

り
、
そ
の
責
任
は
、
明
ら
か
に
我
が
国
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
現
在
日
本
に
居
住
す
る
在

日
韓
国
・
朝
鮮
人
は
、
他
の
外
国
人
と
は
全
く
異
な
る
歴
史
性
を
持
つ
外
国
人
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
定
住
化
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
活
に
お
け
る
諸
権
利
は
、
著
し
く

制
限
さ
れ
て
い
る
。
税
金
は
日
本
人
と
平
等
に
払
い
な
が
ら
も
、
権
利
は
制
限
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
義
務
と

権
利
の
関
係
か
ら
し
て
み
て
も
全
く
理
不
尽
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

六 

 



 

二 

義
務
と
権
利
は
、
裏
腹
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
税
の
負
担
率
は
、
日

本
人
の
二
〇
％
に
比
べ
二
八
％
と
高
く
、
そ
の
額
も
国
税
及
び
地
方
税
併
せ
て
約
千
五
百
億
で
あ
る
と
さ
れ
る

が
、
現
実
に
は
、
還
元
さ
れ
な
い
事
実
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
社
会
保
障
制
度
等
を
は
じ
め
と
す
る
行
政
的 

こ
の
よ
う
に
我
が
国
に
居
住
す
る
外
国
人
の
大
半
は
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
、
日
本
に
居

住
す
る
に
至
る
歴
史
的
経
過
及
び
定
住
化
傾
向
等
を
考
え
る
と
き
、
他
の
外
国
人
と
は
違
つ
た
特
殊
な
性
格
を

持
ち
、
我
が
国
の
責
任
に
深
く
か
か
わ
る
問
題
点
を
含
ん
で
い
る
。
よ
つ
て
、
画
一
的
な
一
般
外
国
人
の
処
遇

と
は
別
途
に
、
そ
の
生
活
上
の
諸
権
利
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ

た
い
。 こ

の
こ
と
は
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
は
、
他
の
外
国
人
の
よ
う
に
商
用
や
旅
行
・
留
学
等
で
一
時
的
に
滞
在

す
る
こ
と
と
は
根
本
的
に
違
い
、
そ
の
生
活
上
に
お
け
る
諸
権
利
は
、
納
税
義
務
と
の
関
係
か
ら
し
て
み
て

も
、
日
本
人
と
全
く
平
等
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
つ
て
い
る
。 七 

 



 

三 

在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
差
別
の
現
実
に
つ
い
て 

そ
の
結
果
、
現
在
も
な
お
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
に
対
す
る
不
当
な
差
別
は
続
き
、
低
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
低
生
活
の
実
態
は
、
差
別
意
識
を
再
生
産
し
、
悪
循
環
を
起
こ
し
て
い
る
。

在
日
本
大
韓
民
国
居
留
民
団
の
実
態
調
査
に
よ
る
と
、
在
日
韓
国
人
五
千
世
帯
の
う
ち
、
日
常
交
際
の
中
で
日 

在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
は
、
一
九
四
五
年
我
が
国
の
敗
戦
と
同
時
に
当
然
一
切
の
抑
圧
と
差
別
か
ら
解
放
さ
れ

る
べ
き
立
場
に
あ
つ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
に
対
す
る
差
別
は
依
然
と
し
て
続
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、

我
が
国
が
、
過
去
に
犯
し
た
侵
略
・
植
民
地
政
策
の
誤
り
を
深
く
反
省
す
る
こ
と
が
な
く
、
と
り
わ
け
、
在
日

韓
国
・
朝
鮮
人
に
対
す
る
非
人
間
的
差
別
と
抑
圧
に
は
、
一
切
責
任
を
と
ろ
う
と
し
な
か
つ
た
こ
と
に
よ
る
も

の
と
考
え
る
。 

施
策
に
よ
る
生
活
の
諸
権
利
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
全
く
不
公
平
な
行
政
施

策
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。 

八 

 



 

右
に
み
た
と
お
り
、
我
が
国
の
社
会
全
体
に
流
布
さ
れ
て
い
る
差
別
意
識
に
は
根
深
い
も
の
が
あ
り
、
と
り

わ
け
民
族
的
偏
見
の
意
識
は
、
国
際
的
平
和
と
協
調
を
基
調
と
す
る
憲
法
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ

の
差
別
・
偏
見
意
識
の
払
拭
が
急
務
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
よ
つ
て
、
こ
の
解
決
の
た
め
、
政
府
自
ら
が
率

先
し
て
啓
蒙
活
動
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

本
人
か
ら
差
別
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
人
が
三
三
％
も
あ
り
、
度
々
あ
る
と
答
え
た
人
も
二
五
％
に
の
ぼ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
「
あ
な
た
は
、
日
本
の
官
庁
、
官
吏
か
ら
差 

 

別
を
う
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
」
と
い
う
問
い
に
対
し
、
「
あ
る
」
と
答
え
た
人
が
四
〇
％
に
も
の
ぼ
り
、

「
度
々
あ
る
」
と
答
え
た
人
が
一
八
％
も
あ
つ
た
と
い
う
驚
く
べ
き
事
実
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
は
、
ひ
る
が
え
つ
て
我
が
国
の
基
本
的
人
権
に
対
す
る
尊
重
の
不
十
分
さ
と
、
民
主
主
義
の
根
本

が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
赤
裸
々
に
物
語
つ
て
い
る
。 

す
る
用
意
が
あ
れ
ば
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

九 

 



 

四 
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
就
職
差
別
と
地
方
公
務
員
の
国
籍
条
項
に
つ
い
て 

在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
生
活
に
お
け
る
種
々
の
差
別
を
最
も
基
本
的
に
支
え
て
い
る
の
は
就
職
差
別
で
あ 

る
。
日
本
国
憲
法
第
二
十
二
条
「
何
人
も
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
居
住
、
移
転
及
び
職
業
選
択
の

自
由
を
有
す
る
。
」
、
職
業
安
定
法
第
三
条
「
何
人
も
、
人
種
、
国
籍
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
、
門
地
、
従

前
の
職
業
、
労
働
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
、
職
業
紹
介
、
職
業
指
導
等
に
つ
い
て
、
差

別
的
取
扱
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
。
」
、
労
働
基
準
法
第
三
条
（
均
等
待
遇
）「
使
用
者
は
、
労
働
者
の
国
籍
、
信

条
又
は
社
会
的
身
分
を
理
由
と
し
て
、
賃
金
、
労
働
時
間
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
、
差
別
的
取
扱
を
し
て

は
な
ら
な
い
。
」
、
国
際
人
権
規
約
Ａ
規
約
第
六
条
（
労
働
の
権
利
）
「
1
、
こ
の
規
約
の
当
事
国
は
、
働
く
権
利
を

認
め
、
か
つ
、
こ
の
権
利
を
保
障
す
る
た
め
適
当
な
措
置
を
執
る
。
こ
の
権
利
は
、
す
べ
て
の
者
が
自
由
に
選
択

し
又
は
承
諾
す
る
労
働
に
よ
つ
て
生
活
費
を
得
る
機
会
を
求
め
る
権
利
を
含
む
。
」
等
々
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
に
対
す
る
就
職
、
就
労
上
の
差
別
は
明
ら
か
に
不
当
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一 

一
〇 

 



 

九
七
四
年
六
月
十
九
日
、
日
立
製
作
所
の
民
族
差
別
に
対
す
る
横
浜
地
方
裁
判
所
の
判
決
に
も
そ
の
不
当
性
と

違
法
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
判
決
は
、「
戦
後
も
現
在
に
至
る
ま
で
、
在
日
朝
鮮
人
は
、
就
職
に
関
し
て
日
本
人

と
差
別
さ
れ
て
」
き
た
こ
と
を
認
め
「
我
が
国
の
一
流
と
目
さ
れ
る
大
企
業
の
間
に
お
い
て
も
在
日
朝
鮮
人 

 

が
、
朝
鮮
人
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
採
用
を
こ
ば
み
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
の
違
法
性
」
を
言
明
し
て

い
る
。
さ
ら
に
「
在
日
朝
鮮
人
に
対
す
る
就
職
差
別
、
こ
れ
に
伴
う
経
済
的
貧
困
、
在
日
朝
鮮
人
の
生
活
苦
を

原
因
と
す
る
日
本
人
の
蔑
視
感
覚
は
、
在
日
朝
鮮
人
の
多
数
の
者
か
ら
真
面
目
に
生
活
す
る
希
望
を
奪
い
去 

り
、
時
に
は
、
人
格
の
破
壊
ま
で
導
い
て
い
る
現
状
に
あ
つ
て
」
と
し
、
就
職
差
別
の
も
た
ら
す
非
人
間
性
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
就
労
・
就
職
に
お
け
る
差
別
は
数
字
の
上
に
も
具
体
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。

一
九
七
四
年
四
月
一
日
現
在
の
政
府
統
計
に
よ
る
と
、
在
留
外
国
人
の
職
業
に
つ
い
て
の
調
査
の
中
で
、
在
日

韓
国
・
朝
鮮
人
の
職
業
は
、
他
の
外
国
人
に
比
較
し
て
も
著
し
く
不
安
定
な
も
の
と
な
つ
て
い
る
。
例
え
ば
、

管
理
的
職
業
で
は
、
米
国
六
・
三
％
、
中
国
二
％
に
対
し
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
は
〇
・
四
％
と
低
く
、
反
対
に 

一
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単
純
労
働
者
は
、
米
国
〇
・
〇
一
％
、
中
国
〇
・
七
％
に
対
し
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
は
一
一
％
と
異
常
に
高
い

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
が
、
他
の
外
国
人
に
比
較
し
定
住
化
傾
向
が

高
く
、
本
来
な
ら
ば
、
そ
の
職
業
と
経
済
・
社
会
的
地
位
は
最
も
安
定
し
て
し
か
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
し
た
結
果
と
な
つ
て
い
る
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
日
本
社
会
の
根
強
い
民
族
差
別

が
原
因
に
な
つ
て
い
る
こ
と
は
、
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
民
族
差
別
が
今
日
に
至
る
も
未
だ
そ
の
解
決
の
展
望
が
見
い
出
せ
得
な
い
の

は
、
民
間
企
業
に
広
く
深
く
根
を
張
る
民
族
的
偏
見
の
た
め
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
今

日
、
改
め
て
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
差
別
に
対
す
る
行
政
指
導
で
あ
る
。
本
来
な
ら 

 

ば
、
行
政
が
主
体
性
を
持
つ
て
民
間
企
業
の
誤
つ
た
差
別
体
質
を
厳
し
く
指
弾
す
べ
き
は
ず
で
あ
る
が
、
当
の

行
政
自
ら
が
、
企
業
で
さ
え
明
文
化
し
て
い
な
い
国
籍
条
項
を
堂
々
と
掲
げ
て
い
る
こ
と
は
、
客
観
的
に
、
民

間
企
業
の
差
別
に
口
実
と
自
信
を
与
え
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い 
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ほ
ど
で
あ
る
。
実
に
こ
の
ゆ
着
と
も
い
う
べ
き
差
別
的
な
れ
あ
い
の
関
係
が
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
生
存
権

を
奪
い
、
時
に
は
人
格
の
破
壊
を
も
も
た
ら
す
結
果
と
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
公
務
員
の
国
籍
条
項

は
、
行
政
自
ら
の
差
別
的
排
除
と
民
間
企
業
の
差
別
に
口
実
を
与
え
る
、
と
い
う
二
重
の
意
味
で
重
大
な
問
題
性

を
は
ら
む
も
の
で
あ
る
。 

総
括
的
に
述
べ
る
と
、
地
方
自
治
体
の
職
員
募
集
要
綱
に
お
け
る
国
籍
条
項
は
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
に
対

す
る
就
職
差
別
が
厳
し
い
現
実
の
中
に
あ
つ
て
は
、
民
間
企
業
の
差
別
的
排
除
に
口
実
を
与
え
る
結
果
と
な 

ま
た
、
自
治
体
に
お
い
て
は
、
公
務
員
の
職
種
の
う
ち
、
現
業
・
専
門
分
野
等
に
限
定
し
て
採
用
し
て
い
る
例

も
少
な
く
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
限
定
方
法
は
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
職
種
が
右
の
政
府
統
計
に
み
ら
れ
る

ご
と
く
、
極
め
て
低
賃
金
、
不
安
定
な
分
野
に
偏
在
し
て
い
る
現
状
に
あ
つ
て
は
、
客
観
的
に
「
日
本
人
は
、

事
務
労
働
を
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
は
、
単
純
肉
体
労
働
を
」
と
い
う
差
別
的
定
式
を
補
強
す
る
こ
と
に
つ
な

が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
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2 

地
方
公
務
員
の
国
籍
条
項
に
よ
る
外
国
人
排
除
は
、
他
の
一
般
外
国
人
と
は
異
な
る
歴
史
的
社
会
的
事
情 

1 

右
に
み
た
と
お
り
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
に
対
す
る
就
職
差
別
及
び
職
種
に
お
け
る
差
別
は
厳
し
い
も
の

が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
広
く
我
が
国
に
お
け
る
雇
用
の
問
題
の
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
現
在
行
わ
れ
て
い
る
身
障
者
、
同
和
地
区
住
民
、
中
高
年
齢
者
に
対
す
る
雇
用
施
策
と
同
様
、
在
日
韓

国
・
朝
鮮
人
に
対
す
る
積
極
的
な
雇
用
施
策
が
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

必
要
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。 

る
。
ま
た
、
現
業
・
専
門
等
に
限
定
し
た
採
用
方
法
は
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
が
低
賃
金
、
不
安
定
な
職
種
に

限
定
さ
れ
て
い
る
現
実
の
中
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
職
種
に
お
け
る
差
別
的
区
分
、
定
式
を
規
定
す
る
こ
と
に
な

る
。
ま
ず
、
行
政
自
ら
が
、
主
体
的
に
率
先
し
て
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
に
対
し
自
治
体
職
員
の
門
戸
を
全
面

開
放
し
、
も
つ
て
民
間
企
業
に
対
す
る
指
導
を
積
極
的
に
展
開
す
る
中
で
、
は
じ
め
て
問
題
解
決
の
糸
口
が
つ

か
め
る
も
の
と
考
え
る
。 
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五 

国
際
人
権
規
約
と
地
方
公
務
員
の
国
籍
条
項
に
つ
い
て 

一
九
六
六
年
十
二
月
十
六
日
国
連
総
会
に
お
い
て
、
世
界
人
権
宣
言
の
理
念
を
よ
り
具
体
化
し
、
国
際
条
約

と
し
て
の
強
制
力
を
も
た
し
め
た
国
際
人
権
規
約
が
採
択
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九
七
六
年
一
月
三
日
経
済 

的
・
社
会
的
・
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
（
Ａ
規
約
）
が
発
効
し
、
続
い
て
同
年
三
月
二
十
三
日
市
民

的
・
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
（
Ｂ
規
約
）
と
選
択
議
定
書
が
発
効
し
た
。
我
が
国
は
、
国
際
人
権
規
約

の
審
議
採
択
に
も
、
国
際
人
権
会
議
の
批
准
促
進
決
議
に
も
参
加
し
、
賛
成
し
て
い
る
が
、
批
准
は
ま
だ
で
き 

を
持
つ
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
に
と
つ
て
は
、
よ
り
深
刻
か
つ
重
大
な
問
題
と
考
え
る
。
ま
た
、
そ
の
国
籍
条

項
の
撤
廃
も
ま
た
、
他
の
一
般
外
国
人
よ
り
著
し
く
積
極
的
意
味
を
持
つ
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
に

立
ち
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
に
地
方
公
務
員
の
門
戸
を
特
段
の
配
慮
を
持
つ
て
解
放
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え

る
が
、
ど
う
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
特
段
の
区
別
を
す
る
必
要
が
な
い
と
す
れ
ば
、
そ

の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。 
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て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
閉
鎖
的
姿
勢
は
世
界
各
国
の
批
難
の
的
と
な
り
、「
人
権
後
進
国
日
本
」
を
国
際
的
に

さ
ら
け
出
す
こ
と
と
な
つ
た
。
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
、
昨
年
五
月
三
十
日
内
閣
に
よ
つ
て
調
印
が
な
さ
れ
、

後
は
、
国
会
承
認
を
待
つ
ば
か
り
と
な
つ
た
。 

こ
の
国
際
人
権
規
約
の
基
本
精
神
は
、
外
国
人
を
内
国
民
待
遇
に
扱
う
と
い
う
「
内
外
人
平
等
の
原
則
」
で
あ

る
。
今
後
、
こ
の
精
神
を
ど
う
具
現
化
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
課
題
と
な
る
わ
け
だ
が
、
我
が
国
で
は
、
そ
の

対
象
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
処
遇
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
社
会
保
障
そ
の
他
で
、
「
国 

 

籍
」
を
た
て
に
し
た
排
除
が
数
多
く
み
ら
れ
て
い
た
が
、
内
外
人
平
等
の
精
神
は
、
こ
の
こ
と
を
真
つ
向
か
ら

否
定
し
、
す
べ
て
の
人
々
に
平
等
な
る
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
考
え
に
立
つ
と

き
、
地
方
公
務
員
の
国
籍
条
項
も
ま
た
、
人
権
規
約
の
精
神
に
背
く
も
の
で
あ
り
、
当
然
そ
の
撤
廃
が
な
さ
れ

て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
国
際
人
権
規
約
Ａ
規
約
第
六
条
は
、「
労
働
の
権
利
」
を
定
め
「
す
べ
て
の
者
が
自
由

に
選
択
し
又
は
承
諾
す
る
労
働
に
よ
つ
て
生
活
費
を
得
る
機
会
を
求
め
る
権
利
を
含
む
。
」
と
し
て
い
る
。
こ
の 
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六 

法
律
・
行
政
実
例
か
ら
み
た
地
方
公
務
員
の
国
籍
条
項
と
「
公
権
力
の
行
使
」
「
団
体
意
思
形
成
へ
の
参
画
」
に

つ
い
て 

こ
と
は
、
現
在
の
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
に
対
す
る
い
か
な
る
就
職
差
別
も
禁
止
し
、
地
方
公
務
員
か
ら
の
排 

 

除
も
、
そ
の
精
神
か
ら
し
て
当
然
厳
し
く
戒
し
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
具
体
的
に
ど
の
点
に
お
い
て
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
仮
に
障
害
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
点

の
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
か
、
併
せ
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
い
。 

さ
ら
に
昨
年
五
月
三
十
日
国
際
人
権
規
約
調
印
の
際
、
政
府
は
、
公
務
員
の
ス
ト
権
、
公
休
日
の
補
償
、
高

等
教
育
の
無
償
化
等
に
つ
い
て
は
留
保
宣
言
を
し
つ
つ
も
、
内
外
人
平
等
に
関
し
て
は
留
保
宣
言
を
行
つ
て
い

な
い
。
こ
れ
は
、
政
府
が
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
に
対
し
内
国
民
待
遇
の
権
利
を
保
障
せ
ん
と
す
る
積
極
的
な

意
志
の
表
れ
と
当
然
察
せ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
に
立
ち
、
政
府
の
現
段
階
で
の
国
内
体
制
の
整
備
の
進

展
状
況
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

一
七 

 



 

ち
な
み
に
、
外
国
人
を
地
方
公
務
員
に
任
用
す
る
に
つ
い
て
、
法
律
で
は
国
籍
に
関
す
る
制
限
は
設
け
ら
れ

て
い
な
い
。
地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
は
、
い
わ
ゆ
る
「
欠
格
条
項
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
国
籍

要
件
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
旧
憲
法
下
に
お
け
る
官
公
吏
に
つ
い
て
は
、「
日
本
臣
民
」
と
い
う
資
格
要
件
が
定

め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
外
務
公
務
員
法
に
明
確
な
国
籍
に
関
す
る
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
考
え
る
と
き
、
当
然
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
、
外
国
人
の
地
方
公
務
員
の
任
用
は
、
法
の
精
神
か
ら
み
て
も

妥
当
、
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

一
九
五
二
年
七
月
三
日
の
自
治
省
回
答
（
地
自
公
発
第
二
三
四
号
）
で
は
、「
外
国
の
国
籍
を
有
す
る
者
を
一

般
公
務
員
に
任
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
そ
の
他
の
国
内
法
と
制
限
規
定
が
な
い
の
で
、
原

則
と
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
も
の
と
解
す
る
。
」
と
さ
れ
、
ま
た
、
一
九
五
三
年
三
月
二
十
五
日
の
内
閣
法
制
局 

と
こ
ろ
が
、
地
方
公
務
員
法
と
は
別
に
、
人
事
院
、
自
治
省
、
内
閣
法
制
局
の
見
解
・
行
政
実
例
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
解
釈
が
存
在
す
る
。 
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と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
公
権
力
」
と
「
意
思
形
成
」
の
範
囲
は
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
、
こ
の
限
界

に
つ
い
て
言
及
し
た
例
と
し
て
は
、
一
九
五
三
年
三
月
二
十
五
日
の
内
閣
法
制
局
第
一
部
長
の
回
答
が
あ
る
。

回
答
は
、
「
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
主
権
の
維
持
、
及
び
他
国
の
対
人
主
権
の
尊
重
の
見
地
か
ら
、
公
務
員
に 

 

関
す
る
当
然
の
法
理
と
し
て
、
公
権
力
の
行
使
、
又
は
国
家
意
思
の
決
定
へ
の
参
画
に
た
ず
さ
わ
る
公
務
員
と

な
る
た
め
に
は
、
日
本
国
籍
を
必
要
と
す
る
者
と
解
さ
れ
る
。
」
と
し
て
、
公
権
力
及
び
国
家
意
思
の
形
成
の
一 

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
五
三
年
六
月
二
十
九
日
の
人
事
院
事
務
総
長
の
見
解
で
は
、
「
公
務
員
に
関
係
す
る 

当
然
の
法
理
と
し
て
公
権
力
の
行
使
又
は
国
家
意
思
の
形
成
へ
の
参
画
に
た
ず
さ
わ
る
公
務
員
と
な
る
た
め
に

は
、
日
本
国
籍
を
必
要
と
す
る
と
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
」
と
し
て
、
外
国
人
の
公
務
員
任
用
に
一
定
の
限

界
を
示
し
て
い
る
。 

第
一
部
長
回
答
で
は
、
「
一
般
職
に
は
、
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
つ
て
も
、
官
職
に
つ
く
能
力
を
有
す 

 

る
者
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
外
国
人
の
地
方
公
務
員
任
用
に
つ
い
て
肯
定
的
解
釈
を
行
つ
て
い
る
。 

一
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こ
の
こ
と
は
、
「
公
権
力
」
に
は
広
義
と
狭
義
の
意
が
あ
り
、
公
務
員
の
任
用
に
関
し
て
問
題
に
な
る
の
は
、

「
国
家
主
権
」
に
か
か
わ
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
裏
打
ち
す
る
か
の
よ
う
に
、
人
事
院
任
用

局
監
修
、
日
本
人
事
行
政
研
究
所
発
行
の
「
任
免
関
係
質
疑
応
答
集
」
二
十
八
頁
で
は
「
ま
た
た
と
い
公
権
力
の

行
使
に
当
る
公
務
員
で
あ
つ
て
も
、
例
え
ば
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
農
地
委
員
の
ご
と
き
は
、
一
般
の
公
務

員
と
異
な
り
、
社
会
的
利
益
の
代
表
者
と
し
て
の
性
格
が
強
く
（
農
地
調
整
法
第
十
五
条
ノ
二
第
三
項
参
照
）
、

そ
の
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
も
、
国
民
た
る
地
位
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
農
地
を
所

有
し
、
ま
た
は
耕
作
の
業
務
を
営
む
こ
と
に
附
随
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
（
同
法
第 

定
の
概
念
規
定
を
国
家
主
権
の
問
題
と
し
て
い
る
。 

つ
ま
り
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
「
公
権
力
」
「
意
思
形
成
」
と
は
、
「
国
家
主
権
の
維
持
」
と
「
他
国
の
対
人
主

権
」
の
尊
重
が
脅
か
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
職
種
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。 

二
〇 

 



 

十
五
条
ノ
三
参
照
）
、
既
に
農
地
を
所
有
し
、
ま
た
は
耕
作
の
業
務
を
営
む
こ
と
の
認
め
ら
れ
た
外
国
人
に
対 

し
て
農
地
委
員
た
る
資
格
を
認
め
る
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
直
ち
に
わ
が
国
の
主
権
が
侵
さ
れ
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
利
害
関
係
人
た
る
外
国
人
の
正
当
な
利
益
を
擁
護
し
、
ひ
い
て
は
、

そ
の
者
の
本
国
の
主
権
を
尊
重
す
る
と
い
う
点
か
ら
い
つ
て
、
却
つ
て
憲
法
の
趣
旨
に
適
合
す
る
ゆ
え
ん
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
」
と
し
、
公
権
力
の
す
べ
て
が
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
示
し
て
い 

る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
総
括
的
に
ま
と
め
た
も
の
が
、
前
掲
書
二
十
九
頁
「
要
す
る
に
、
外
国
人
が

公
務
員
た
り
え
な
い
と
い
う
一
般
原
則
は
、
そ
の
職
務
の
性
質
上
外
国
人
を
こ
れ
に
任
用
し
て
も
自
国
の
主
権

の
維
持
と
他
国
の
主
権
の
尊
重
と
を
基
調
と
す
る
憲
法
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
場
合
に
限
り
、
そ

の
例
外
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
（
以
上
二
文
は
、
一
九
五
三
年
三
月
二
十
五
日
、
法
制

局
一
発
第
二
九
号
、
内
閣
総
理
大
臣
官
房
総
務
課
長
栗
山
廉
平
あ
て
、
法
制
局
第
一
部
長
高
辻
正
巳
回
答
に
よ

る
。
）
の
部
分
で
あ
る
。 

二
一 

 



 

と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
大
多
数
の
自
治
体
で
は
、
一
般
事
務
職
及
び
技
術
職
の
受
験
資
格
に
「
国
籍
条
項
」
を

設
け
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
を
排
除
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
根
拠
に
な
つ
て
い
る
の
は
、
一
九
七
三
年
五
月

二
十
八
日
の
自
治
省
回
答
（
自
治
公
発
第
二
十
八
号
公
務
員
第
一
課
長
回
答
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、「
公
権
力

の
行
使
又
は
地
方
公
共
団
体
の
意
思
形
成
に
参
画
す
る
こ
と
が
、
将
来
予
想
さ
れ
る
職
員
（
一
般
事
務
職
員
・

一
般
技
術
職
員
）
の
採
用
試
験
に
お
い
て
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
も
一
般
的
に
受
験
資
格
を
認
め
る

こ
と
は
、
適
当
で
な
い
。
」
と
あ
り
、
一
般
事
務
職
員
、
技
術
職
員
の
管
理
職
が
「
公
権
力
」
及
び
「
意
思
形
成
」
に 

以
上
の
解
釈
を
総
合
判
断
す
る
と
き
、
地
方
公
務
員
の
一
般
事
務
職
員
及
び
技
術
職
員
に
在
日
韓
国
・
朝
鮮

人
を
任
用
す
る
こ
と
が
、「
こ
れ
に
よ
つ
て
直
ち
に
わ
が
国
の
主
権
が
侵
さ
れ
る
」
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な

い
。
さ
ら
に
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
定
住
性
は
、
彼
ら
を
し
て
我
が
国
の
民
情
に
通
暁
せ
し
め
て
い
る
事
情

を
み
る
と
き
、
在
日
外
国
人
、
と
り
わ
け
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
は
、
地
方
公
務
員
の
一
般
事
務
職
・
技
術
職
に

当
然
採
用
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。 

二
二 

 



 

さ
ら
に
、
一
九
四
九
年
五
月
二
十
六
日
の
自
治
省
回
答
（
自
発
第
五
四
六
号
愛
知
県
知
事
あ
て
自
治
課
長
）
で

は
、
「
現
行
法
規
上
外
国
人
は
、
県
職
員
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
別
段
の
制
限
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ど
う 

か
」
と
い
う
問
い
合
わ
せ
に
対
し
「
制
限
な
い
。
一
般
職
に
外
国
人
を
県
職
員
に
採
用
す
る
こ
と
の
可
否
に
つ
い

て
は
、
任
命
権
者
に
お
い
て
判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
回
答
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
具
体
的
判
断 

か
か
わ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
ぜ
一
般
事
務
職
員
及
び
一
般
技
術
職
員
の
管
理
職
が
「
公
権
力
」

及
び
「
意
思
形
成
」
に
か
か
わ
る
の
か
、
そ
の
基
準
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
先
に
み
た
「
国
家
主
権
の
維

持
」
と
い
う
一
定
の
基
準
に
か
ん
が
み
た
場
合
、
こ
れ
は
ど
う
み
て
も
納
得
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
の
み
な

ら
ず
、
一
九
五
五
年
三
月
十
八
日
の
人
事
院
事
務
総
長
の
見
解
は
「
公
権
力
の
行
使
又
は
、
国
家
意
思
の
形
成

へ
の
参
画
に
た
ず
さ
わ
る
公
務
員
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
当
該
公
務
員
の
任
用
に
か
か
る
官
職
の
職
務
内
容
を

検
討
し
て
具
体
的
に
決
定
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
。
」
と
し
て
、
「
公
権
力
」
及
び
「
意
思
形
成
」
の
範
囲
を
、
画
一

的
あ
る
い
は
抽
象
的
で
な
く
、
具
体
的
に
職
務
内
容
を
検
討
し
て
決
定
す
べ
き
と
解
釈
し
て
い
る
。 

二
三 

 



 

を
各
自
治
体
に
委
ね
る
と
い
う
、
い
わ
ば
、
地
方
自
治
精
神
の
尊
重
に
か
ん
が
み
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。 

つ
ま
り
、
「
公
権
力
」
及
び
「
意
思
形
成
」
の
範
囲
は
、
「
国
家
主
権
の
維
持
」
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
中
身
は
、

「
職
務
内
容
を
検
討
し
て
具
体
的
に
決
定
」
し
、
そ
の
採
用
の
可
否
に
つ
い
て
は
、「
任
命
権
者
に
お
い
て
判
断

す
べ
き
」
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
は
、
昨
年
三
月
二
十
四
日
の
内
閣
委
員
会
で
の
私
の
質
問
に
対
す
る
今
村(

久)

政
府
委
員
の
答
弁

の
中
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
私
の
「
ど
こ
ま
で
が
公
権
力
で
ど
こ
ま
で
が
国
家
意
思
と
い
う
よ

う
に
理
解
さ
れ
て
お
る
の
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、
今
村(

久)

政
府
委
員
は
、「
結
局
一
般
的
な
画
一
的
な
基

準
と
い
う
も
の
が
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
…
…
い
ま
い
ろ
い
ろ
情
勢
が
非
常
に
変
わ
つ
て
お
る
よ
う
で
ご
ざ
い

ま
す
か
ら
、
国
際
人
権
規
約
の
問
題
等
に
絡
み
ま
し
て
も
、
た
だ
い
ま
私
ど
も
勉
強
中
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど 

以
上
の
考
え
に
立
つ
と
き
、
先
に
み
た
、
一
九
七
三
年
五
月
二
十
八
日
の
自
治
省
回
答
（
自
治
公
発
第
二
十

八
号
公
務
員
第
一
課
長
回
答
）
は
、
全
く
非
合
理
的
か
つ
独
断
的
で
あ
り
、
重
大
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。 

二
四 

 



 

2 

在
日
外
国
人
、
と
り
わ
け
定
住
性
の
下
、
日
本
の
民
情
に
通
暁
し
た
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
が
、
地
方
公
務

員
の
一
般
事
務
職
員
、
一
般
技
術
職
員
の
管
理
職
に
登
用
さ
れ
た
場
合
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
不
利
益
・ 

1 

在
日
外
国
人
の
地
方
公
務
員
任
用
に
関
す
る
行
政
実
例
に
示
さ
れ
る
「
公
権
力
」
と
は
、
「
公
権
力
」
全
体
を

一
般
的
に
示
す
も
の
で
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
仮
に
全
体
を
一
般
的
に
示
す
も

の
と
す
れ
ば
、
一
九
五
三
年
三
月
二
十
五
日
法
制
局
回
答
に
矛
盾
す
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

も
こ
の
情
勢
に
即
応
す
る
よ
う
な
形
で
十
分
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
」
と
答

弁
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
画
一
的
基
準
が
む
ず
か
し
い
、
情
勢
に
即
応
す
る
よ
う
検
討
す
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。 

以
上
の
基
本
的
な
考
え
に
立
つ
と
き
、
先
の
自
治
省
回
答
は
、
現
段
階
に
至
つ
て
重
大
な
問
題
性
を
は
ら 

 

み
、
そ
の
改
廃
を
含
め
た
再
検
討
が
、
早
急
な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で

次
の
事
項
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二
五 

 



 

七 

内
外
人
平
等
、
国
籍
条
項
撤
廃
は
時
代
の
す
う
勢
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て 

4 

地
方
公
務
員
へ
の
外
国
人
の
任
用
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
行
政
実
例
が
存
在
し
つ
つ
も
、
地
方
自
治
の
精

神
か
ら
、
各
々
の
自
治
体
の
実
情
に
か
ん
が
み
て
、
最
終
的
判
断
は
、
各
自
治
体
の
任
命
権
者
に
存
す
る
と

考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

3 

外
国
人
の
地
方
公
務
員
の
任
用
に
お
け
る
問
題
点
は
、「
国
家
主
権
の
維
持
」
に
具
体
的
に
損
害
を
与
え
る

可
能
性
が
な
け
れ
ば
よ
い
と
解
せ
ば
合
理
的
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た 

 

い
。 

第
二
次
世
界
大
戦
以
降
の
世
界
の
人
権
政
策
は
、
相
互
主
義
か
ら
内
外
人
平
等
へ
と
大
き
く
移
り
変
わ
り
、

そ
の
即
応
が
、
我
が
国
で
も
大
き
な
課
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。 

不
都
合
が
生
じ
る
か
。
仮
に
生
じ
な
い
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
つ
て
管
理
職
に
登
用
で
き
な
い
の

か
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
い
。 

二
六 

 



 

国
外
で
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
、
在
留
外
国
人
に
地
方
公
務
員
の
任
用
は
も
と
よ
り
地
方
議
会
の
選
挙
権
及

び
被
選
挙
権
ま
で
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
国
内
に
お
い
て
も
、
国
鉄
、
専
売
公
社
、
電
々
公
社
等
三
公
社
や
司

法
修
習
生
及
び
国
立
大
学
教
員
等
に
つ
い
て
も
外
国
人
に
門
戸
が
開
放
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
阪
府
で
は
、

公
立
の
小
・
中
・
高
・
大
学
の
教
員
も
外
国
人
が
任
用
さ
れ
て
い
る
。
地
方
公
務
員
に
至
つ
て
は
、
全
国
で
約

八
十
五
の
自
治
体
が
、
現
業
・
専
門
等
の
分
野
で
国
籍
条
項
が
撤
廃
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
兵
庫
県
下
九

市
一
町
（
尼
崎
市
、
川
西
市
、
伊
丹
市
、
宝
塚
市
、
西
宮
市
、
三
田
市
、
高
砂
市
、
西
脇
市
、
芦
屋
市
、
猪
名

川
町
）
で
、
ま
た
大
阪
府
下
で
は
岸
和
田
市
が
、
一
般
事
務
職
員
・
一
般
技
術
職
員
を
含
む
す
べ
て
の
職
種
の

受
験
資
格
か
ら
国
籍
条
項
を
撤
廃
し
、
す
で
に
採
用
し
て
い
る
例
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
市
の
多
く
は
、

地
方
公
務
員
の
国
籍
条
項
が
民
間
企
業
の
差
別
を
助
長
す
る
と
し
て
人
権
尊
重
の
見
地
か
ら
撤
廃
に
踏
み
切
つ 

と
り
わ
け
、
国
内
に
お
け
る
外
国
人
の
処
遇
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
は
、
自
ら
の
犯
し
た
責
任
と
し
て
在
日

韓
国
・
朝
鮮
人
の
差
別
の
問
題
が
具
体
的
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 

二
七 

 



 

1 

一
九
五
七
年
十
月
十
四
日
の
人
事
院
事
務
総
長
の
見
解
で
は
、
「
技
術
的
業
務
を
職
務
内
容
と
す
る
官
職

に
つ
い
て
は
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
も
就
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
る
。
」
と
し
て
、
現
業
・ 

て
い
る
。
ま
た
、
採
用
後
す
で
に
六
年
目
を
迎
え
た
自
治
体
も
「
具
体
的
に
支
障
は
な
い
。
む
し
ろ
、
撤
廃
し

て
よ
か
つ
た
。
」
と
そ
の
感
想
を
率
直
に
述
べ
て
い
る
。 

以
上
み
て
き
た
と
お
り
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
地
方
公
務
員
任
用
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
・
合
理
的
理
由

な
く
し
て
排
除
す
る
こ
と
は
重
大
な
人
権
侵
害
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
差
別
を
撤
廃
し
よ
う
と
す
る

時
代
の
す
う
勢
の
中
で
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
を
公
務
員
に
任
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
日
本
人
の
彼
ら
に
対

す
る
理
解
を
深
め
、
も
つ
て
人
権
意
識
の
高
揚
と
国
際
性
を
豊
か
に
せ
ん
と
す
る
流
れ
に
明
ら
か
に
逆
行
す
る

も
の
で
あ
り
、
広
く
日
本
の
民
主
主
義
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
よ
つ
て
次
の
事
項
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。 

今
後
、
こ
の
よ
う
な
自
治
体
は
、
ま
さ
に
時
代
の
す
う
勢
と
し
て
ま
す
ま
す
増
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

二
八 
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先
に
法
律
・
行
政
実
例
の
観
点
か
ら
、
地
方
公
務
員
の
一
般
事
務
職
員
・
一
般
技
術
職
員
の
国
籍
条
項
に

は
、
合
理
的
理
由
は
存
在
し
な
い
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
現
実
に
、
十
市
一
町
で
、
一
般
事
務
職
員
・
一
般

技
術
職
員
を
含
む
す
べ
て
の
国
籍
条
項
が
撤
廃
さ
れ
て
い
る
現
実
を
み
た
場
合
、
今
日
、
一
九
七
三
年
五
月

二
十
八
日
の
自
治
省
回
答
（
自
治
公
発
第
二
十
八
号
公
務
員
第
一
課
長
回
答
）
は
、
現
状
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の

と
考
え
る
。
よ
つ
て
、
そ
の
改
廃
を
含
め
た
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。
政
府
の
見
解

を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
い
。 

専
門
分
野
へ
の
外
国
人
の
任
用
を
可
能
と
解
釈
し
て
い
る
。
事
実
、
そ
の
よ
う
な
観
点
に
立
ち
、
全
国
で
約

八
十
五
の
自
治
体
で
、
一
般
事
務
職
員
・
一
般
技
術
職
員
を
除
く
ほ
と
ん
ど
の
職
種
で
国
籍
条
項
が
撤
廃
さ

れ
て
い
る
が
、
ま
だ
撤
廃
し
て
い
な
い
自
治
体
も
多
い
。
地
方
自
治
の
統
一
性
か
ら
み
て
、
こ
の
こ
と
は
決
し

て
好
ま
し
く
な
い
も
の
と
考
え
る
。
す
べ
て
の
自
治
体
に
お
い
て
現
業
・
専
門
分
野
に
お
け
る
国
籍
条
項
を

撤
廃
す
る
よ
う
、
政
府
が
指
導
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。
政
府
の
考
え
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
い
。 

二
九 

 



 

 

三
〇 

3 
す
で
に
多
く
の
自
治
体
で
、
現
業
・
専
門
分
野
で
国
籍
条
項
が
撤
廃
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
今

ま
で
に
み
た
行
政
実
例
に
何
ら
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
現
業
・
専
門
に
お
い
て
も
管
理
職
の

登
用
は
あ
り
得
る
が
ど
う
か
。
こ
の
こ
と
が
、
一
般
事
務
職
員
・
一
般
技
術
職
員
の
管
理
職
と
そ
の
意
味
に

お
い
て
ど
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
の
か
。
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

4 

一
九
七
三
年
五
月
二
十
八
日
の
自
治
省
回
答
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
「
公
権
力
の
行
使
又
は
、
地
方
公
共

団
体
の
意
思
の
形
成
に
参
画
す
る
こ
と
が
将
来
予
想
さ
れ
る
職
員
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
職
階
・
職
位
を

指
す
の
か
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
い
。 

ま
た
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
職
階
・
職
位
が
、
い
か
な
る
基
準
及
び
根
拠
を
も
つ
て
「
公
権
力
」「
意
思
形
成
」

に
か
か
わ
る
の
か
、
併
せ
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


